
☆ ２００７年度女子フットサルリーグ募集要項（案） 

１．リーグ名称：岐阜県女子フットサルリーグ

２．主 催：（財）岐阜県サッカー協会、岐阜県フットサル連盟

３．主 管：岐阜県サッカー協会フットサル委員会

４．日程・組み合わせ：下記の日程案にて、(財)岐阜県サッカー協会フットサル委員会が計画する。

２００７年 ５月６日、６月３日、７月１５日、８月２６日、９月２３日、１０月７日 

１１月１８日、１２月１６日、 

２００８年 １月６日、２月２４日、３月１６日

*上記日程のなかで会場を予約しますが、予約状況によっては日程を変更する場合があります。

５．参 加 チーム ： ６～８チーム

６．試 合 形 式 ：1 回戦総当りリーグ戦 年間 7 試合／チーム １日組合せは１試合／チーム

初年度であり、また参加チーム数により試合数を確保できる会場の手配が未確定なこともありま

すので１回戦総当りリーグ戦とします。

７．試 合 時 間 ：１５－５－１５ ランニングタイム

８．審 判 ：主審、第２審判は協会より派遣・第３審判はチームにて割当

（来年度に向け、４級フットサル審判をチーム２名以上受講する。）

９．オフィシャル ：第３審判・記録・タイムキーパー・会場準備・後片付けは組合せと一緒に担当試合

を割り当てる。

１０．参加資格 ：①２００７年度財団法人日本サッカー協会のフットサル個人登録を行った１２歳以上

の選手（最大２４名）により構成されたチーム。

②岐阜県内に在勤･在学・在住する選手。

③スポーツ傷害保険などの物損のついた保険に加入していること。

④１チームあたり４名までの外国人選手の登録を認める。ただし、同時にピッチ上に

いる選手が２名を超えてはならない。

１１．参 加 費：参加各チームは下記の費用を支払う。いったん納入された費用は返金しない。

リーグ運営費：２５，０００円（フットサル連盟等の登録費を含む） 



１２．参加申込み：別紙の参加申込書を、平成１９年４月１９日午後５時必着で下記あてに FAX もしくは

E-mail にて申し込む。 

〒505-0301 加茂郡八百津町八百津 3201 纐纈泰一

FAX 0574-43-1145      E-mail  ta1@me.ccnw.ne.jp 

 
１３．大会事務局： 〒503-1381 養老郡養老町栗笠 425-2 

岐阜県女子フットサルリーグ事務局 小島 義男

FAX 0584-37-2856 E-mail  kurikasa@par.odn.ne.jp

１４．その他

①選手証を持参する。

②ユニフォームは２セット準備することが望ましいが、今年度に限りビブスの着用を認める。

ただしチームにて用意すること。

③前試合の後半スタート時に大会本部にてユニフォームやメンバー表の確認を実施する（第一試

合は試合開始３０分前）ので、チーム代表者はメンバー表およびユニフォームを持参する。

④パワープレーを行う場合は、試合前に決定した GK ユニフォームを着用し、背番号は変更して

はならない。（メンバー提出用紙の背番号を着用する）

⑤試合開始予定時刻で選手が５名未満の場合は、当該チームは不戦敗（スコアー0-5）とする。

ただし、前試合が遅れている場合は、「試合開始時刻」は「試合開始が可能になった時点」と読

み替える。

⑥天変地異その他不可抗力により試合を欠場した場合は、その都度協議する。

⑦会場内外の器物破損が発生した場合は、チームで全額を弁財する。

⑧最終ゲームの両チームは、会場片づけを行う。 

⑨運営担当チームは、当日のピッチ作りから運営・会場片づけまで責任を持って行う。 

ピッチ作り ------ 第一試合の１時間３０分前に会場に集合する。

運 営 ------ 記録用紙と審判報告書の整合性確認・管理

⑩試合終了後、キャプテンはオフィシャルにて記録用紙を確認し、署名する。

署名のない場合は記録用紙を確認したものと判断する。

⑪運営会議は、平成１９年４月２１日（土）１９：００より岐阜市北部体育館で行う予定です。

参加チームは必ず出席すること。

参加チームは、別紙の日本フットサル連盟加盟申込み書、（財）日本サッカー協会フットサル大

会登録票、エントリー票、プライバシー同意書、及び選手証（写し）、スポーツ保険加入（写し） 

を持参する。

⑫フットサル審判新規講習会を、Ｈ１９年５月１３日（日）岐阜市北部体育館にて実施する。

(財)日本サッカー協会ＨＰから申し込めます。（ＨＰ掲載時期は未定）


